福祉移送サービス利用について注意事項（利用会員用）

≪利用対象者≫

· 亀山市に住民登録のある方で、次のいずれかに該当する方とします。①おおむね６５歳以上での者で、寝たきり状態の方　②身体障害者手帳１～３級の交付を受け、歩行障害のため車椅子等の補助具を使用しなければ外出の困難な方

· 利用することにより身体に異常を来たすおそれのある方は利用できません。

· 歩行機能の回復等により上記に該当しなくなった場合は利用できなくなります。

≪利用範囲≫

· ①病気治療（通院、リハビリ治療等）及び入退院　②福祉施設の入退所　③福祉団体等が主催する事業及び会議への参加　④公共機関での諸手続

· 在宅サービスであるため、在宅以外の利用（例えば病院から病院への移送等）はお断りします。

≪利用日時≫

· 原則として日・土曜日、祝日及び年末年始の休日を除く午前９時から午後５時までですが、やむを得ない理由がある場合に限り、事前協議の上これ以外にも運行します。

≪運行範囲≫

· 運行の範囲は原則として亀山市内及び近隣市(鈴鹿市、合併前の伊賀町、津市及び芸濃町に限る。)とします。

≪利用申込について≫

· 移送サービスを利用する際には、前月２０日までに所定の様式にて申込をして下さい。

· 電話受付の場合は、トラブル防止のため、後で必ず書類での申込をして下さい。

· 車椅子、ストレッチャー等が必要な場合は、同時に申し込んで下さい。

≪利用申込の解約について≫

· 利用の変更又は解約は必ず前日の１７時までに申し出て下さい。緊急でやむを得ない事情がある場合を除き、当日解約をされる場合、利用料金を納めていただくことがあります。

≪介助者について≫

· 原則的に家族、扶養義務者の介助者が同乗して下さい。

· 介助以外を目的とする方の同乗はお断りします。

· 運転手は運転のみを業務とし、介助は行えませんのでご了承下さい。
≪利用料金について≫

	運行範囲（走行距離）
	運　行　会　費（利用料金）

	市内一律及び市外５㎞未満
	２００円

	市外５㎞以上１０km未満
	４００円

	市外１０ｋｍ以上１５ｋｍ未満
	６００円

	市外１５ｋｍ以上２０ｋｍ未満
	８００円

	市外２０ｋｍ以上
	８００円に５ｋｍ走行毎に２００円加算


　　※　算定方法

　　　運行会費＝乗車地点から降車地点までを１運行会費とする。

　（例）利用会員宅から市外の医療機関を利用した距離が１５ｋｍとすると、

８００円となる。

· 有料道路通行料、駐車代等の実費は、直接その場で支払ってください。

≪その他≫

· 利用申込時又は利用中に感染症にかかっている方又はおそれのある方は、医師によって安全に移送できることが確認できた場合のみ医師の指示に従った上で利用できます。その場合、必ず確認書類を添えて申し出てください。申し出がなく、利用者の責務により損害が生じた場合又は生じるおそれがある場合は利用停止いたします。

· 定期利用をされている方で１ヶ月以上利用を休止する場合（入院、入所等）は、再利用時に書類にて手続をして下さい。

· 福祉移送サービス車の運行に伴う事故による損害の補償は、社協の加入する各保険から支払われる保険金額を限度とします。その場合、利用者は定める保険金の支払いを受ける以外、社協及び運転者に対して損害賠償その他の請求は行わないものとします。

